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法務省民四第5002号

平成2年11月13日 記

第1 民事保全手続における担保のための供託

1 法の規定に基づく担保のための供託

民事保全の命令（以下「保全命令」という。）及び民事保全の執行（

以下「保全執行」という。）に関して、次の（1）、 （2）に掲げる担

保についての規定が設けられ、これらの担保を立てるには、金銭又は担

保を立てるべきことを命じた裁判所が相当と認める有価証券を供託する

方法その他規則で定める方法によらなければならないこととされた（法

4条1項） 。

（1） 保全命令に関する担保

①保全命令の担保（法14条1項）

②保全異議の申立てがあった場合において、保全執行の停止又は既

にした執行処分の取消しを命ずるための担保（法27条1項）

③保全異議の申立てについての決定において、保全命令を認可し、

変更し、又は取り消すための担保（法32条2項、 3項）

法務局長殿

地方法務局長殿

法務省民事局長

ノ

民事保全法等の施行に伴う供託事務の取扱いについて（通達）

民事保全法（平成元年法律第91号）及び民事保全規則（平成2年最高裁

判所規則第3号）が明年1月1日から施行されることとなり、民事訴訟法中

仮差押え及び仮処分に関する規定並びに民事執行法中仮差押え及び仮処分の

執行に関する規定が削除された（民事保全法附則第2条及び第3条）が、こ

れに伴う供託事務の取扱いについては、下記の点に留意し、事務処理に遺憾

のないよう、貴管下供託官に周知方取り計らわれたい。

なお、本通達においては、民事保全法を「法」と、民事訴訟法を「民訴法」

と、民事執行法を「民執法」と、民事保全規則を「規則」と、民事執行規則

を「民執規則」と、供託事務取扱手続準則を「準則」とそれぞれ略称する。

おって、昭和55年9月6日付け法務省民四第5333号本職通達（「民

事執行法等の施行に伴う供託事務の取扱いについて」。以下「民事執行通達」

という。）中仮差押え及び仮処分の執行に関する供託等の取扱いのうち、本

通達と抵触する部分は本通達によって廃止することとなるので、申し添える。

④事情の変更による保全取消しの申立てについての決定において、

申立てを却下し、又は保全命令を取り消すための担保（法38条3

項、 32条2項、 3項）

⑤特別の事情による保全取消しの申立てについての決定において、

仮処分命令を取り消すための担保（法39条1項）

⑥保全取消しの申立てがあった場合において、保全執行の停止又は

既にした執行処分の取消しを命ずるための担保（法40条1項、 2

7条1項）

－ 1 一 － 2 －



甲
山
毛亨

■

！
一
ら

勺
、
■
一
一
ふ
・
蝿

》
、
俊
烏
・
碓
笥
心

，
〉
全
》
』

テー
》
・
が
一

戸
『

今

》

〆

→

、
〉
》
』
寺
《

■す亙『」ｑ●寸■

つ
い
○
、
，
や
《
『
・

蚕

。

気

】

Ｐ
↑
‐
“
哉
一
》
◆

卜

Ｑ

々

』

４

－

Ｐ

■

一

心

↑

“
囮
子
や

、
、
。
一
・
・
し
，
ヘ
ー
鎧

⑦保全異議又は事情の変更による保全取消しの申立てについての決

定に対する保全抗告があった場合において、保全抗告についての決

定をするための担保（法41条4項、 32条2項、 3項）

⑧保全抗告があった場合において、保全執行の停止又は既にした執

行処分の取消しを命ずるための担保（法41条4項、 27条1項）

⑨保全命令を取り消す決定に対して保全抗告があった場合において、

保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずるための担保（法42

条1項）

（2）保全執行に関する担保

ア仮差押え及び仮処分の執行について準用される民執法の規定によ

る担保

①保全執行の手続に関する裁判に対して執行抗告があった場合に

おいて、原裁判の執行の停止若しくは保全執行の手続の停止又は

これらの続行を命ずるための担保（法46条、民執法10条6項）

②保全執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることができないも

の又は執行官の執行処分若しくはその遅怠に対して執行異議の申

立てがあった場合において、その処分の停止又は続行を命ずるた

めの担保（法46条、民執法11条2項、 10条6項前段）

③執行文の付与に対して異議の申立てがあった場合において、保

全執行の停止又は続行を命ずるための担保（法46条、民執法3

2条2項）

④執行文の付与に対する異議の訴えの提起があった場合において、

保全執行の停止若しくは続行又は既にした執行処分の取消しを命

ずるための担保（法46条、民執法36条1項）

⑤第三者異議の訴えの提起があった場合において、保全執行の停

止若しくは続行又は既にした執行処分の取消しを命ずるための担

保（法46条、民執法38条1項、4項、 36条1項）

イ動産又は債権に対する仮差押えの執行について準用される民執法

の規定による担保

①差押禁止動産の範囲の変更による仮差押えの執行の取消しの命

令を求める申立てがあった場合において、仮差押えの執行の停止

を命ずるための担保（法49条4項、民執法132条3項）

②差押禁止債権の範囲を変更してする仮差押えの執行の申立て又

はその取消しを求める申立てがされた場合において、第三債務者

に対して支払その他の給付の禁止を命ずるための担保（法50条

5項、民執法153条3項）
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法の規定に基づく担保のための供託の管轄供託所2

（1） 1の担保のためにする金銭又は有価証券の供託は、担保を立てるべ

きことを命じた裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁

判所の管轄区域内の供託所にしなければならないこととされた（法4

条1項）。ただし、保全命令の担保の供託をする場合においては、裁

判所の許可を得て、債権者の住所地又は事務所の所在地その他裁判所

が相当と認める地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に供託

することができることとされた（法14条2項） 。

(2） （1）のただし書に該当する場合には、所定の書式による供託書中

「備考」欄に法14条2項に規定する裁判所の許可を得た旨を記載さ

せるものとする（別紙記載例1参照） 。

、

一
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この場合、裁判所の許可があったことを証する書面の提出又は提示

‘ を求める必要はない。

（3）供託書中「備考」欄に（2）の記載がされていない場合において、

（1）本文の管轄供託所以外の供託所に供託申請があったときは、受

理することができない。

は、不服申立ては許されない。 ）を得たときは、その担保を取り戻

すことができることとされた（規則17条4項)o

なお、特定承継によって規則’7条1項の担保に関する債権者の

権利を承継した債務者から、裁判所の許可を得て担保の取戻請求が

あった場合には、供託所に対する権利の承継についての対抗要件の

具備を確認した上で払渡しに応ずるものとする。

1
ｹ

3担保として供託した供託物の取戻し

（1）裁判所の担保取消決定による取戻し

法の規定に基づき金銭又は担保を立てることを命じた裁判所が相当

と認める有価証券を担保として供託した場合において、担保を供した

者は、裁判所に対して担保取消しの申立てをし、担保取消決定を得て

供託物を取り戻すことができることとされた（法4条2項、民訴法1

15条） 。

（2）裁判所の許可による取戻し

ア法14条1項の規定により立てた担保については、保全執行とし

てする登記若しくは登録又は第三債務者に対する保全命令の送達が

できなかった場合その他保全命令により債務者に損害が生じないこ

とが明らかである場合において、法43条2項の期間（債権者に対

して保全命令が送達された日から2週間）が経過し、又は保全命令

の申立てが取り下げられたときは、債権者は、保全命令を発した裁

判所の許可（この許可に対しては、不服申立ては許されない。）を

得て、取り戻すことができることとされた（規則17条1項）。

イ債務者が規則17条1項の担保に関する債権者の権利を承継した

場合において、保全命令を発した裁判所の許可（この許可に対して

4供託物払渡請求書に添付する供託規則25条2号の書面

（1）裁判所の担保取消決定による取戻請求

3 （1）の供託物の取戻請求をする場合には、他の裁判上の担保の

ためにした供託と同様に、供託物払渡請求書に担保取消決定の正本及

び確定証明書又はこれに代えて供託原因の消滅を証する裁判所の証明

書（供託書正本に供託原因が消滅したことを証する旨の裁判所書記官

の奥書証明を含む。 ）を添付させるものとする。

（2）裁判所の許可による取戻請求

ア 3 （2）アの場合において、債権者が供託物の取戻請求をすると

きは、供託物払渡請求書に当該裁判所の許可書を添付させるものと
一

する。

イ（ア） 3 （2）イの場合において、債務者が供託物の取戻請求を

するときは、アの場合と同様に供託物払渡請求書に当該裁判

所の許可書を添付させるものとする。

（イ） 債務者が包括承継により債権者の権利を承継したものであ

るとして、供託物の取戻請求をする場合において、添付され

た裁判所の許可書に権利の承継の事由として包括承継である

－ 5 一 － 6 一
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旨の記載があるときは、供託規則25条2号

当該許可書をもって足りる。

の書面としてはく ≦‘ 払委託に基づいてする。
;

2J 動産に対する仮差押え及び仮処分の執行における供託

（1） 仮差押えの執行における供託

ア仮差押金銭等の供託

（ア） 執行官は、仮差押えの執行をした金銭又は仮差押えの執行を

した手形、小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証券で

その権利の行使のため定められた期間内に引受け若しくは支払

いのための提示又は支払の請求を要するものについて支払を受

けた金銭を供託することとされた（法49条2項） 。

（イ） ・供託金の払渡しは、執行官の取戻請求によってする。

イ仮差押動産の売得金の供託

（ア） 執行官は、仮差押えの執行に係る動産について著しい価額の

減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応

な費用を要するときは、民執法の規定による動産執行の手続に

よりこれを売却し、その売得金を供託することとされた（法4

9条3項） 。

（イ） 供託金の払渡しは、執行官の取戻請求によってする。

ウ仮差押えの執行が取り消された動産の売得金の供託

（ア） 執行官は、仮差押えの執行の取消しに係る動産を権利者に対

して引き渡すことができないときは、保全執行裁判所の許可を

受けて、動産執行の手続によりこれを売却し、その売得金を供

託することとされた（規則40条、民執規則127条3項、4

項、民執法168条7項) ｡この場合の供託書には、被供託者

（権利者）あての供託通知書及び郵券を付した封筒を添付させ

－ 8 －
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第2民事保全手続における担保供託以外の供託

1民執法43条1項に規定する不動産に対する仮差押えの執行における

供託

（1）強制管理の方法による仮差押えの執行における供託

強制管理の方法による仮差押えの執行がされた場合においては、管

理人は、法47条5項において準用する民執法107条1項の規定に

より計算した配当等に充てるべき金銭を供託し、その事情を保全執行

裁判所に届け出なければならないこととされた（法47条4項、規則

32条1項、民執規則71条1項）。

（2）強制管理の方法による仮差押えの執行停止中における供託

民執法39条1項7号に掲げる文書の提出があった場合においては、

管理人は、収益又は換価代金から債務者に対する分与及び費用を控除

した配当等に充てるべき金銭を供託し、その事情を保全執行裁判所に

届け出なければならないこととされた（法47条5項、民執法104

条1項、 106条1項）。

（3）供託金の払渡し

ア （1）及び（2）の供託金の払渡しは、本執行としての強制管理

の執行裁判所の配当等の実施としての支払委託に基づいてする（民

執法109条）。

イ仮差押命令の申立ての取下げ又は仮差押えの執行の取消しが効力

を生じた場合における供託金の払渡しについても、執行裁判所の支
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仮差押金額に相当する金銭のみを供託することもできる。

(ウ） この供託は、債務者を被供託者としてする（別紙記載例2参

照） 。供託書には、被供託者あての供託通知書及び郵券を付し

た封筒を添付させる（民法495条3項、供託規則16条、準

則33条） 。

（工） 第三債務者は、この供託をしたときは、その事情を保全執行

裁判所に届け出なければならない（法50条5項、民執法15

6条3項、規則41条2項） 。

イ供託金の払渡し

（ア） 金銭債権の一部に対して仮差押えの執行がされ、第三債務者

が仮差押えの執行に係る金銭債権の全額に相当する金銭を供託

したときは、供託金のうち仮差押金額を超える部分について、

債務者は供託を受諾して還付請求をすることができ、第三債務

者は供託不受諾を原因として取戻請求をすることができる（民

法496条） 。

なお、第三債務者が取戻請求をする場合には、供託金払渡請

求書に保全執行裁判所の供託書正本の保管を証する書面（供託

規則31条2項参照）を添付させる。

("r) a 金銭債権に対して仮差押えの執行がされた場合において、

第三債務者が仮差押えの執行がされた金銭の支払を目的とす

る債権の額に相当する金銭を供託したときは、債務者が法2

2条1項の規定により定められた金銭の額（以下「仮差押解

放金」という。 ）に相当する金銭を供託したものとみなす

（ただし、仮差押解放金の額を超える部分を除く。 ）ことと

る（民法495条3項、供託規則16条、準則33条） 。

（イ） 供託金の払渡しは、被供託者の還付請求によってする。

(2） 仮処分の執行における供託

仮処分の執行については、仮差押えの執行の例によることとされ

ている（法52条1項）ので、動産に対する仮処分の執行における

供託については、 （1）の場合と同様に取り扱うものとする。

ー

3債権に対する仮差押えの執行における供託

（1） 金銭債権に対して仮差押えの執行のみがされた場合

ア供託の要件・手続

（ア） 保全執行裁判所は、仮差押えの執行をすべき債権の全部につ

いて仮差押命令を発することができるが、債権の一部について

仮差押えの執行を受けた場合において、その残余の部分を超え

て仮差押命令が発せられたときは、各仮差押えの執行の効力は、

その債権の全部に及ぶ。債権の全部について仮差押えの執行を

受けた場合において、その債権の一部について仮差押命令が発

せられたときの当該仮差押えの執行の効力も同様である（法5

0条5項、民執法146条、 149条） 。

(イ） 金銭債権の全額又はその一部について仮差押えの執行がされ

た場合（仮差押えの執行が競合した場合を含む。）においては、

第三債務者は、仮差押えの執行に係る金銭債権の全額に相当す

る金銭を債務の履行地の供託所に供託することができる（法5

0条5項、民執法156条1項）。また、金銭債権の一部につ

いて仮差押えの執行がされた場合においては、第三債務者は、

－ 10 －－ 9 －
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権に対してなされた差押えが、本執行としての差押えであるこ

とが明らかである場合においては、供託官は、事情届をするこ

とを要しない（昭和57．4． 13民四第2591号民事局第

四課長回答参照） 。

（ウ） 供託官が裁判所に事情届をした場合の供託金の払渡しは、執

行裁判所の配当等の実施としての支払委託に基づいてする（民

執法166条1項） 。

エ供託がされた後、仮差押えの執行が効力を失った場合における供

託金の払渡しは、被供託者（債務者）の還付請求によってする。

(2） 仮差押えの執行がされた金銭債権に対して差押えがされた場合の

供託

ア第三債務者は、仮差押えの執行がされた金銭債権について、更に

差押えがされ、差押え等が競合したときは、その債権の全額に相当

する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない（法5

0条5項、民執法156条2項） 。

なお、この供託をした場合の事情の届出は、差押命令を発した裁

判所に対してしなければならない（法50条5項、民執法156条

3項、規則41条、民執規則138条） 。

イ供託金の払渡しは、差押命令を発した執行裁判所の配当等の実施

された（法50条3項）。

b金銭債権に対して仮差押解放金の額を超えて仮差押えの執

行がされ、第三債務者がその金銭債権の額（仮差押額）に相

当する金銭を供託した場合において、供託金のうち仮差押解

放金の額を超える部分につき、債務者（被供託者）から供託

金払渡請求書に仮差押解放金の額を証する書面を添付して還

付請求がされたときは、これを認可して差し支えない。

ウ供託金還付請求権に対する差押え等

（ア） 債務者の有する供託金の還付請求権には、仮差押解放金の額

の限度で仮差押えの執行の効力が及ぶ。これに対しては、当該

仮差押債権者が本執行としての差押えをすることができるほか、

他の債権者も差押え又は仮差押えの執行をすることができる。

（イ） 供託金還付請求権について、仮差押債権者が差押えをしたと

き、又は他の債権者が差押えをしたときは、供託金の払渡しは、

I
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丘
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､執行裁判所の配当等の実施としての支払委託に基づいてする。

なお、供託金還付請求権に対して他の債権者が差押えをした

とき、及び供託後他の債権者の仮差押えの執行がされた供託金

還付請求権に対して、仮差押債権者が差押えをしたときは、供

託官は、差押命令を発した裁判所にその事情を届け出なければ

ならない（法50条5項、民執法156条2項、 3項、規則4

1条、民執規則138条1項）が、他の債権者から仮差押えの

1

I

としての支払委託に基づいてする。

執行のみがあった場合には、供託官は、その事情を届け出るこ 4 自動車に対する仮差押えの執行における供託

（1） 自動車の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行がされた自動

車について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその

一 12 一

４
１

とを要しない。また、単一の仮差押えの執行に基づく供託がさ

れている場合において、当該仮差押債権者から供託金還付請求

－ 11 一
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保管のために不相応な費用を要するときは、保全執行裁判所は､仮

差押債権者又は債務者の申立てにより、自動車執行の手続により自

動車を売却する旨を定めることができ（規則37条2項）、その代

金が保全執行裁判所に納付されたときは、裁判所書記官は、売却代

金を供託することとされた（同条4項）。

ア供託金の払渡しは、自動車執行の執行裁判所の配当等の実施と

しての支払委託に基づいてする。

イ仮差押えの執行が効力を失った場合における供託金の払渡しは、

保全執行裁判所の裁判所書記官の取戻請求によってする。ただし、

執行裁判所の支払委託があったときは、これによって払渡しをし

ても差し支えない。

イ仮差押解放金の供託は、仮差押命令を発した裁判所又は保全執

行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に

しなければならないこととされた（法22条2項） 。

ア債務者の有する仮差押解放金の供託金取戻請求権には、仮差押

解放金の限度で仮差押えの執行の効力が及ぶ。これに対しては、

他の債権者も差押え又は仮差押えの執行をすることができるが、

仮差押債権者による本執行としての差押命令が送達された場合に

は、他に差押え等がされていない限り、供託官は、差押債権者の

取立権に基づく払渡請求に応じて差し支えない。

イ仮差押解放金の供託金取戻請求権に対して、他の債権者が差押

えをしたとき、及び他の債権者の仮差押えの執行がされた供託金

取戻請求権に対して仮差押債権者が本執行としての差押えをした

ときは、供託官は、直ちに民執法156条2項、 3項の規定によ

り、その事情を執行裁判所に届け出ることを要する（規則41条

1項、民執規則138条。昭和57．6．4民四第3662号本

職通達参照）が、仮差押えの執行のみがされた場合には、供託官

は、事情届をすることを要しない。

なお、供託官が裁判所に事情届をした場合の供託金の払渡しは、

執行裁判所の配当等の実施としての支払委託に基づいてする。

ウ仮差押えの執行が効力を失った場合における供託金の払渡しは、

供託者（債務者）の取戻請求によってする。この場合には、供託

規則25条2号の書面として供託原因消滅証明書を添付しなけれ
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5建設機械に対する仮差押えの執行における供託

建設機械に対する仮差押えの執行における供託については、自動車に

対する仮差押えの執行に関する規定が準用される（規則39条、 37条

4項）ので、4の場合の取扱いと同様である。

、

6 仮差押解放金

（1）ア仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又

は既にした仮差押えの取消しを得るために債務者が供託すべき仮

差押解放金を定めなければならないこととされた（法22条1項

）が、債務者が仮差押解放金に相当する金銭を供託したことを証

明したときは、保全執行裁判所は、仮差押えの執行を取り消さな

ければならないこととされた（法51条1項） 。
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65条後段） 。

ウ裁判所が仮処分解放金を定める場合には、仮処分命令にその金

銭の還付を請求することができる者の氏名又は名称及び住所を掲

げなければならないこととされた（規則21条）ので、仮処分解

放金の供託申請があった場合には、供託書中「被供託者」欄に被

供託者の氏名等を記載させるものとする（供託規則13条2項6

号） 。

エ仮処分解放金の供託の申請があった場合、当該供託が一般型仮

処分解放金又は特殊型仮処分解放金のいずれの仮処分解放金に係

るものであるかの判断は、ウによる被供託者の表示内容によって

することとし、供託書中「被供託者の住所氏名」欄に仮処分債権

者が記載されている場合には、一般型仮処分解放金に係る供託と、

仮処分債権者以外の者が記載されている場合には、特殊型仮処分

解放金に係る供託として取り扱って差し支えない（別紙記載例3

，4参照） 。

なお、仮処分解放金の供託を受理した場合には、前記の種別を

印判等適宜の方法により当該供託書副本表面に明示するものとす

7 仮処分解放金

（1） 仮処分解放金の供託

ア裁判所は、保全すべき権利が金銭の支払を受けることをもって

その行使の目的を達することができるものであるときに限り、債

権者の意見を聴いて、仮処分の執行の停止を得るため、又は既に

した仮処分の執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭

の額（以下「仮処分解放金」という。 ）を仮処分命令に定めるこ

とができる（法25条1項）が､債務者がこの仮処分解放金に相

当する金銭を供託したことを証明したときは、保全執行裁判所は、

仮処分の執行を取り消さなければならないこととされた（法57

条1項）。

イ保全執行裁判所が仮処分命令において定めた仮処分解放金が供

託された場合、当該供託金は仮処分の目的物に代わるものである

から、一般の仮処分にあっては、その供託金還付請求権は仮処分

債権者が取得する（以下、この場合の仮処分解放金を「一般型仮

処分解放金」という。 ）が、民法424条1項の規定による詐害

行為取消権を保全するための仮処分にあっては、その供託金還付

請求権は同項の債務者（以下「詐害行為の債務者」という。）が

取得する（法65条前段。以下、この場合の仮処分解放金を「特

殊型仮処分解放金」という。） 。したがって、仮処分解放金が供

託された場合における供託金に対する仮処分債権者の権利実行は、

一般型仮処分解放金にあっては、直接供託所に対する還付請求権

の行使により、特殊型仮処分解放金にあっては、詐害行為の債務

者の取得した還付請求権に対する強制執行によることとなる（法
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オ仮処分解放金の供託は、仮処分命令を発した裁判所又は保全執

行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に

しなければならないこととされた（法25条2項、 22条2項） 。

(2） 仮処分解放金の供託金の払渡し

ア－般型仮処分解放金の供託金
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解調書、調停調書等）のほか仮処分の被保全権利と本案の訴訟

物の同一性を証する書面（例えば、仮処分申立書、仮処分命令

決定書等）を添付させるものとする（規則13条2項参照）。

なお、本案判決において反対給付をすることが命じられてい

る場合には、前記の添付書面のほか反対給付をしたことを証す

る書面を添付しなければならない（供託法10条、供託規則2

4条3号） 。

(イ） 供託金の取戻請求

仮処分の本案判決の確定前に仮処分の申立てが取り下げられ

、又は仮処分債権者が本案訴訟で敗訴した場合には、供託原因

が消滅するので、仮処分債務者（供託者）は、供託金の取戻請

(ア） 供託金の還付請求

a還付請求の方法等

①一般型仮処分解放金は、民法424条1項の規定による詐

害行為取消権以外の権利を保全するための仮処分において定

められるものであるが、この仮処分解放金の供託がされ､法

57条1項の規定により仮処分の執行が取り消されたときは、

仮処分の目的物に代わるものとして仮処分解放金の供託金に

仮処分の効力が及ぶので、仮処分債権者は当該供託金につい

て停止条件付還付請求権を取得する。この場合において、仮

処分の本案の勝訴判決が確定したときは、供託金還付請求権

について停止条件が成就するので、仮処分債権者は、執行文

を要せず、還付請求権を行使して直接供託所に対して供託金

の還付請求をすることができる。

②仮処分の本案の勝訴判決が一部勝訴の判決である場合にお

いて、債権者から供託金の払渡請求がされたときは、当該判

決によって還付すべき供託金額の範囲が明確でない限り払渡

請求に応ずることはできない。

③仮処分の本案訴訟において、本案の勝訴判決と同一内容の

和解、調停等がされている場合には、本案の勝訴判決が確定

している場合と同様の取扱いをして差し支えないものとする。
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求をすることができる。

この場合における供託物払渡請求書には、供託規則25条2

号の書面として、仮処分の申立てが取り下げられたことを証す

る書面又は本案判決の正本及びその確定証明書のほか仮処分の

被保全権利と本案の訴訟物との同一性を証する書面を添付させ

一

るものとする。

I

イ特殊型仮処分解放金の供託金

（ア） 供託金の還付請求

a還付請求の方法

特殊型仮処分解放金は、民法424条1項の規定による詐害

行為取消権を保全するための仮処分において定められるもので

あるが、この仮処分解放金の供託がされたときは、詐害行為の

b供託物払渡請求書の添付書面

この場合における供託物払渡請求書には、供託規則24条2

号の書面として、本案判決の正本及びその確定証明書（又は和

1

－ 17 一 － 18 一
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判所に届け出るものとする（民執規則138条3項）。

②詐害行為の債務者の有する還付請求権に対して他の債権

者が先に差押え又は仮差押えの執行をした後に、当該還付

請求権に対して仮処分債権者から差押えがされた場合にお

いて、供託金の払渡請求に応ずることができるときの取扱

債務者は当該供託金について停止条件付還付請求権を取得する

（法SS条前段）。この場合において、仮処分の本案の勝訴判

決が確定したときは、詐害行為の債務者の供託金還付請求権に

ついて停止条件が成就するので、供託金還付請求権は確定的に

同人に帰属することとなるが、この還付請求権は、仮処分の本

案の判決が確定した後に、仮処分債権者が詐害行為の債務者に

対する債務名義により、詐害行為の債務者が取得した還付請求

権に対して強制執行をするときに限り、これを行使することが

できることとされた（法65条後段） 。

b詐害行為の債務者の他の債権者は、仮処分債権者が債務者に

対する債務名義により詐害行為の債務者の有する還付請求権に

対して差押えをする以前においても、これに対して差押え又は

仮差押えの執行をすることができるが、仮処分債権者が前記の

差押えをするまでの間は、他の債権者は当該差押命令に基づく

取立権を行使し、又は転付命令による転付を受けることはでき

ない（法S5条後段参照） 。したがって、この場合には、他の

債権者による差押え等が競合しても、供託官は、裁判所にその

事情の届出をすることを要しない。

c ①仮処分債権者が詐害行為の債務者の有する還付請求権に

対して差押えをした後に、当該還付請求権に対して他の債

権者から差押え又は仮差押えの執行がされ、差押え等が競

合した場合において竃供託金の払渡請求に応ずることがで

きるときは、供託官は、民執法156条2項、 3項の規定

に基づき、その事情を先に送達された差押命令を発した裁

いも①の場合と同様である。 ’

③①、②の供託金の払渡請求に応ずることができるときと

は、仮処分の本案の勝訴判決が確定したときである。

④①、②の場合の供託金の払渡しは、執行裁判所の配当等

の実施としての支払委託に基づいてする（民執法166条

1項） 。

d仮処分の本案の勝訴判決が確定した後に、仮処分債権者が詐

害行為の債務者が有する還付請求権に対して差押えをした場合

において、差押命令が詐害行為の債務者に送達された日から1

週間を経過したときは、仮処分債権者は、その債権を取り立て

ることができる（民執法155条1項参照） 。 したがって、仮

処分債権者から差押命令に基づく取立権の行使として供託所に

対し供託金の払渡請求があったときは、他の債権者による差押

え又は仮差押えの執行がされていない限り、これを認可して差

し支えない。

この場合における供託物払渡請求書には、供託規則24条2

号の書面として、本案判決の正本及びその確定証明書のほか仮

処分の被保全権利と本案の訴訟物との同一性を証する書面（例

えば、仮処分申立書、仮処分命令決定書等）及び差押命令が詐
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一

この場合における供託物払渡請求書には､供託規則25条2

号の書面として、本案判決の正本及びその確定証明書のほか仮

処分の被保全権利と本案の訴訟物の同一性を証する書面（例え

ば、仮処分申立書、仮処分命令決定書等）を添付させるものと

害行為の債務者に送達された日から1週間が経過したことを証

する書面を添付させるものとする。

e 仮処分の本案の勝訴判決が確定した後に、仮処分債権者が詐

害行為の債務者が有する供託金還付請求権に対して差押えをし、

その後に当該差押えの申立てを取り下げた場合には、他の債権

者による差押え又は仮差押えの執行がされていない限り、被供

託者たる詐害行為の債務者は供託金の還付請求をすることがで

する。

Ｂ
Ｉ
ｌ
、
Ｉ

1

1

供託物払渡請求権に対して仮差押えの執行がされた場合の取扱い

第三債務者に対する陳述の催告

保全執行裁判所の裁判所書記官は、仮差押え債権者の申立てにより、

仮差押命令を送達するに際し、第三債務者に対し、仮差押命令の送達の

日から2週間以内に仮差押えの執行に係る債権の存否のほか、弁済の意

思の有無、他の債権者の差押え又は仮差押えの執行の有無等民事執行規

３
１

第

きる。

この場合における供託物払渡請求書には、供託規則24条2

号の書面として、本案判決の正本及びその確定証明書のほか仮

処分の被保全権利と本案の訴訟物との同一性を証する書面（例

えば、仮処分申立書、仮処分命令決定書等）及び仮処分債権者

の差押えの申立てが取り下げられたことを証する書面を添付さ

／

5条1項の定める一定の事項についての陳述の催告をすることと則13

せるものとする。 され（法50条5項、民執法147条1項）、これに対する第三債務者

の陳述は、期限内に書面でしなければならないこととされた（規則41

条2項、民執規則135条）。

したがって、供託物払渡請求権に対する仮差押えの執行に際しては、

この陳述の催告がされることがある。

(イ） 供託金の取戻請求

a仮処分解放金の供託がされた後、本案の勝訴判決の確定以前

に仮処分の申立てが取り下げられた場合には、供託原因が消滅

するので、仮処分債務者は供託金の取戻請求をすることができ

、

る。

この場合における供託物払渡請求書には、供託規則25条2

号の書面として仮処分の申立てが取り下げられたことを証する

書面を添付させるものとする。

b仮処分債権者が本案訴訟で敗訴した場合には、仮処分債務者

は供託金の取戻請求をすることができる。

2供託金払渡請求権に対して仮差押えの執行がされた場合

（1）仮差押の執行のみがされた場合

供託金払渡請求権に対して仮差押えの執行のみがされた場合（仮差

押えの執行が競合した場合を含む。 ）においては、供託官は、法50

条5項で準用する民執法156条3項に基づく執行裁判所への事情の

一

－ 21 － － 22 －
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がされたとき､債権の全部について滞納処分の差押えがされ

ている場合において、その債権の一部について仮差押えの執

行がされたとき、及び債権の一部について仮差押えの執行が

されている場合において、その残余の部分を超えて滞納処分

肥よる差押えがされたときは、仮差押えの執行の効力は、債

権の全部に及ぶ（滞納処分と強制執行等の手続の調整に関す

る法律20条の9， 20条の4， 36条の12， 36条の4

） 。

（イ） 供託金払渡請求権について仮差押えの執行と滞納処分によ

る差押えが競合した場合において、徴収職員等から滞納処分

による差押えがされた部分について供託金の払渡請求がされ

たときは、これを認可して差し支えない。

イ供託金払渡請求権の一部について滞納処分による差押えがされ、

これと仮差押えの執行とが競合した後、更に強制執行による差押え

がされた場合において、供託金の払渡請求に応ずることができると

きは、供託官は、法50条5項で準用する民執法156条2項、 3

項に基づき、その事情を差押命令を発した裁判所に届け出るものと

する。供託金のうち最初に滞納処分による差押えがされている部分

の残余の払渡しは、執行裁判所の配当等の実施としての支払委託に

届出をすることを要しない。

（2）差押え等が競合した場合

ア仮差押えの執行がされている供託金払渡請求権に対して差押えが

され、差押え等が競合した場合において、供託金の払渡請求に応ず

ることができるときは、供託官は、法50条5項で準用する民執法

156条2項、 3項に基づき、その事情を差押命令を発した裁判所

に届け出るものとする（規則41条、民執規則138条） 。

また、差押えがされている供託金払渡請求権に対して仮差押えの

執行がされ、差押え等が競合した場合においても同様とする。

イ アの供託金の払渡請求に応ずることができるときとは、例えば、

裁判上の担保供託の取戻請求権にあっては担保取消決定が確定した

とき、弁済供託の還付請求権にあっては差押債権者又は債務者から

供託所に対し供託を受託する旨を記載した書面若しくは供託を有効

と宣告した確定判決の謄本が提出されたとき（供託規則37条）、

又は受諾による還付請求権行使の申出（払渡請求）があったとき、

弁済供託の取戻請求権にあっては差押債権者又は債務者から不受諾

による取戻請求権行使の申出（払渡請求）があったときである。

（3）滞納処分と競合した場合

ア（ア） 滞納処分による差押えがされている債権について仮差押え

の執行がされた場合、又は仮差押えの執行がされている債権

について滞納処分による差押えがされた場合には、いずれも

滞納処分が優先する（国税徴収法140条）。

なお、債権の一部について滞納処分による差押えがされて

いる場合において、その残余の部分を超えて仮差押えの執行
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，
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供託有価証券払渡請求権に対して仮差押えの執行と滞納処分とが競合3

した場合

滞納処分による差押えがされている供託有価証券払渡請求権について
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仮差押えの執行がされた場合又は仮差押えの執行がされている供託有価

証券払渡請求権について滞納処分による差押えがされた場合において、

徴収職員等から滞納処分による差押えがされている部分についての払渡

請求がされたときは、これを認可して差し支えない（第3．2° （3）

ア（ア）参照）。

I

第4民訴法及び民執法等の一部改正に伴う経過措置

法の施行前にした仮差押え又は仮処分命令の申請に係る仮差押え又は

仮処分の事件については、なお従前の例によることとされた（法附則4

条）。したがって、法の施行前に仮差押命令又は仮処分命令の申請があ

った事件については、その裁判が法施行後に行われるものであっても、

当該事件については、その手続、不服申立ての方法、執行及び効力につ

いては、すべて改正前の民訴法及び民執法が適用されることとなるので、

法の施行前に仮差押え又は仮処分命令の申請があった事件に係る供託及

び供託物の払渡し等の取扱いは、民事執行通達による。

なお、法施行前又は施行後の事件であるか否かについての判断は、供

託書中「裁判所の名称及び件名」欄の記載事項によってするものとする。
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記載例1

仮差押えの保証供託（金銭）

／

｛

( ）

召
。
０
日
Ｏ
、

｛

申請年月 日 平成3年 1 月 1 0 B 法令条項 民事保全法第14条第1項 平成2年度金第○○号

供託所の表
一

ホ 甲地方法務局

氏
名
印

供
託
者
の
住
所

甲県乙市丙町 1 丁目 1 番 1 号

甲 野 太 郎⑳

氏
名

被
供
託
者
の
住
所

丁県戊市己町2丁目 2番2号

乙 野 次 郎

称
及
び
件
名

裁
判
所
の
名

丁地方裁判所平成S年（ヨ）第15号不動産仮差押命令申請事件

当
事
者

原告 申請人 傾潅署）

供託者

被告 被申謂人鯛

被供託者

事
実
供
託
の
原
因
た
る

1, 訴訟費用の担保2，仮執行の担保S,仮執行を免れるための担保

4 9 強制執行停止の保証ら，強制執行取消の保証S,強制執行続行の保証

⑦，仮差押の保証8,仮差押取消の保証9,仮処分の保証 10,仮処分取消の保証

11 ， 仮差押解放金12，仮処分解放金13 ，

備

考

民事保全法第14条第2項の許可による供託

供託

金額
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記載例2

金銭債権の一部について仮差押えの執行がされ仮差押金額に相当する金銭を供託した場合
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申請年月 日 平成3年 1 月 1 0 B

供託所の表
今

ホ ○○地方法務局

住
所
氏
名
印

供
託
者
の

甲県乙市丙町 1 丁目 1番1号

甲 野 太 郎⑳

住
所
氏
名

被
供
託
者
の

甲県丙市丁町2丁目 2番2号

乙 山 次 郎

法令条項 民事保全法第50条第5項

民事執行法第15s条第1項

平成2年度金第○○号

供
託
の
原
因
た
る
事
実

供託者は，甲県丙市丁町2丁目2番2号乙山次郎に対し，平成2年8月19日付けの金銭消

費貸借契約に基づく金100万円の貸金債務（弁済期平成3年1月10日，弁済場所乙山次郎

住所）を負っていたが，上記貸金債権について下記の仮差押命令が送達されたので，仮差押債

権額に相当する金80万円を供託する。

仮差押命令の表示

一
劇
〕

畳
一
周

○○地方裁判所平成3年（ヨ）第96号，債権者乙県丁市丙町3丁目3番3号丙村三郎，債務

者乙山次郎，第三債務者供託者とする仮差押命令，執行債権額80万円，仮差押債権額S0万

円，平成3年1月8日送達。

1

2

，

，

供託により消滅すべき

質権又は抵当権

反対給付の内容

備
考

供託

金額
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記載例S

一般型仮処分解放金の供託

Ｉ

Ｉ

I

I

申請年月 日 平成3年 1 月 1 0 B 法令条項 民事保全法第25条 平成2 年度金第○○ 号

供託所の表
一

ホ ○○地方法務局

氏
名
印

供
託
者
の
住
所

甲県乙市丙町 1 丁目 1 番1号

甲 野 太 郎

甲県乙市丙町2丁目 2番2号

代理人乙山次郎⑳

氏
名

被
供
託
者
の
住
所

甲県乙市丙町3丁目 3番S号

丙 川 三 郎

称
及
び
件
名

裁
判
所
の
名

○○地方裁判所平成S年（ヨ）第10号不動産仮処分命令申請事件

当
事
者

原告 （軍藷天） 債権者

被供託者

被告 （溌爾70債務者

供託者

事
実
供
託
の
原
因
た
る

1 ， 訴訟費用の担保2，仮執行の担保S,仮執行を免れるための担保

4 9 強制執行停止の保証5，強制執行取消の保証e,強制執行続行の保証

7 ， 仮差押の保証8，仮差押取消の保証9,仮処分の保証 10,仮処分取消の保証

11 ， 仮差押解放金⑫，仮処分解放金 13，

備
考

供託

金額
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記載例4

特殊型仮処分解放金の供託
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申請年月 日 平成3年 1 月 1 0 B 法令条項 民事保全法第25条 平成2年度金第○○ 号

供託所の表
一

ホ ○○地方法務局

氏
名
印

供
託
者
の
住
所

甲県乙市丙町 1 丁目 1 番 1 号

甲 野 太 郎

甲県乙市丙町2丁目 2番2号

代理人乙山次郎、

氏
名
被
一
供
託
者
の
住
所

甲県乙市丙町S丁目 3番3号

丙 川 三 郎

称
及
び
件
名

裁
判
所
の
名

○○地方裁判所平成3年（ヨ）第10号不動産仮処分命令申請事件

当
事
者

原告 （軍謂、債権者

丁山 一 郎

被告 (稜軍藷天〉 債務者

供託者

事
実
供
託
の
原
因
た
る

1 ， 訴訟費用の担保2，仮執行の担保S,仮執行を免れるための担保

4 9 強制執行停止の保証ら，強制執行取消の保証6,強制執行続行の保証

7 ， 仮差押の保証8，仮差押取消の保証9,仮処分の保証 10,仮処分取消の保証

11 ， 仮差押解放金⑫，仮処分解放金 13 5
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